
公費による解体制度について

大郷町 町民課 環境衛生係



令和元年台風第１９号に伴う大雨により損壊した被災建築物
について、公費で解体することにより、生活環境上の支障の
除去、二次災害の防止及び被災者の生活支援を図り、被災地
の迅速な復旧を図るためののものです。
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（住宅等と一体的に解体する場合のみ対象）　　　　　

　①住宅・併用住宅（居宅と店舗等）
　②住宅・併用住宅の基礎
　③合併浄化槽・単独浄化槽・便槽
　　　（住宅等と一体的に解体する場合のみ）

対象となるもの（主なもの）

対象とならないもの（主なもの）

　①住宅・併用住宅の基礎（４階建以上）
　②単独で解体する合併浄化槽・単独浄化槽・便槽　　　
　③合併浄化槽・単独浄化槽・便槽以外の地下埋設物
　④客土（外から土を持込整理すること）
　⑤アスファルト舗装・砂利などの敷設物
　⑥ブロック塀・よう壁等
　　　（被災状況や解体工事への支障を確認した上で
　　　　解体の対象となる場合があります。）
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申請受付　　

受付期間　令和元年１１月２５日（月）　　
　　～令和元年１２月２６日（木）　　

受付場所　大郷町役場 町民課窓口　　　　　　　
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受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分　　　　　　　
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